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生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

令和５年６月 日 

     （名称）坂出市地域公共交通活性化協議会           

 

 （代表者名） 会長  土井 健司  

 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 福祉タクシー車両導入計画 

 

 

 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

要介護者や体の不自由な方が一般タクシーでは乗降に時間がかかったり、車椅子に乗り換

えるのに介助してもらわなければいけなかったり不便さを感じることがある。今後、高齢化

社会の進展や障がい者の社会進出への対応は重要な課題である。 

それらを解消するため、車椅子のままストレーチャーで乗降することができる福祉車両の

導入は必要で、地域内の福祉タクシー車両を増加させることによりタクシー事業者が上記課

題に積極的に対応していく必要がある。 

 

 

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

今後の高齢化社会に向けて、より一層のタクシー車両のバリアフリー化が求められてい

る。本事業を通して、さらなるタクシー車両のバリアフリー化を促進していくことを目標と

する。 

 

（２）事業の効果 

福祉車両購入により要介護者や体が不自由な方が気兼ねすることなく快適に外出するこ

とができるようになり、社会とつながりをもつことでより健康的で充実感のある生活を送る

ことができる。令和４年４月より坂出市障がい者福祉タクシー助成事業が開始され、サービ

スの充実が図れる。 

 
 

 

 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

○福祉タクシー（スロープ付）車両購入：１台（四国タクシー株式会社） 

令和４年度二次補正予算     内示額 ５６万１千円 

 

○福祉タクシー（リフト付）車両購入：１台（有限会社大和タクシー） 

令和５年度予算         内示額 ８０万円 
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（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

※３区分すべてについて記載すること 

四国タクシー㈱    身体：１割、知的：１割、精神：１割 

 ㈲大和タクシー    身体：１割、知的：１割、精神：１割 

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈バス車両の導入に係る事業〉 

該当なし 

〈福祉タクシー車両・共同配車センターに係る事業〉 

 該当なし 

〈バスターミナルに係る事業〉 

 該当なし 

 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

令和４年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

福祉タクシー

車両導入（ス

ロープ付き） 
※四国タクシー 

1,685千円 561千円 千円 千円 1,124千円 

100％ 33.3％ ％ ％ 66.7％ 

福祉タクシー

車両導入（リ

フト付き） 
※大和タクシー 

3,239千円 800千円 千円 千円 2,439千円 

100％ 24.69％ ％ ％ 75.3％ 

※総事業費については見込み額を記載 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

 

６．計画期間 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3月 4 月  9月  12月  3月 

福祉タクシー車

両導入（スロープ

付き） 
※四国タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉タクシー車

両導入（リフト付

き） 
※大和タクシー 

   

 

 

 

 

交付決定後着手 

8月 

１月末完了予定 

交付決定後着手 

8月 

１月末完了予定 
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７．協議会の開催状況と主な議論  

・令和５年６月２３日（第１回） 坂出市地域公共交通活性化協議会開催 

事業内容について協議を実施 構成員から合意を得られた。 

  

 

８．利用者等の意見の反映 

利用者の代表である連合自治会長、社会福祉協議会副会長、老人クラブ連合会長を構成員

とする坂出市地域公共交通活性化協議会にて、福祉車両の導入が必要であるとする合意を得

る。 

 

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 香川県交通政策課長 十川 裕史 

関係市区町村 

坂出市副市長  浦田 俊一 

坂出市総務部長 中川 高弘 

坂出市政策部長 林 尚志 

交通事業者・交通施

設管理者等 

四国旅客鉄道㈱総合企画本部担当課長 上野 智弘 

琴参バス㈱常務取締役営業本部長 佐藤 国夫 

スミレタクシー㈱専務取締役 河田 幸治郎 

㈲サンヨータクシー代表取締役 松下 将史 

㈲大和タクシー代表取締役 山下 勝久 

坂出警察署交通課長 山本 健一 

香川県中讃土木事務所管理課長 渡邊 茂樹 

坂出市建設経済部参事兼都市整備課長 鷺岡 宗利 

坂出市建設課長 中原 光喜 

地方運輸局 香川運輸支局主席運輸企画専門官 淵田 竜輔 

その他協議会が必

要と認める者 

大阪大学大学院教授 土井 健司（会長） 

香川高等専門学校教授 宮崎 耕輔（副会長） 

坂出商工会議所専務理事 川滝 浩嗣 

坂出市連合自治会長 入江 正憲 

坂出市社会福祉協議会副会長 入江 正憲 

坂出市老人クラブ連合会長 川﨑 泰弘 

 
■注意事項 

・総合連携計画等の既存の計画を活用する場合は、上記の事項について記載のある計画をそ

のまま活用することでもよい。ただし、記載されていない事項については追記すること。 

 

 

【【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所）坂出市室町二丁目３番５号     

（所 属）坂出市政策部政策課公共交通係   

（氏 名）亀井               

（電 話）０８７７－４４－５００１     

（e-mail）seisaku@city.sakaide.lg.jp    

 

 


